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1 立地適正化計画策定の背景及び目的

2 本市の現状と課題

9 評価方法

10 届出制度

お問い合わせ先 徳島市　都市整備部　都市政策課（徳島市役所　本庁舎4階）
徳島市幸町2丁目5番地　TEL：088-621-5493　FAX：088-621-5273

（１） 誘導施設に関する届出

休廃止する場合

◆都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合

開発行為の場合

◆誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

開発行為の場合

◆3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為

例） ３ 戸以上の開発行為

建築等行為の場合

◆3 戸以上の住宅を新築しようとする場合

◆建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3 戸以上の住宅と
　する場合

例） ３ 戸以上の建築行為

例） ２ 戸の建築行為

例） 建築物の用途を変更
 して３ 戸以上の住宅
 とする場合

事務所

３ 戸の住宅

◆1 戸又は2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が
　1 ,0 0 0 ㎡以上のもの

例） １ 戸1,000 ㎡以上

例） ２ 戸800㎡

建築等行為の場合

◆誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

◆建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

◆建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

例） 病院を新築する場合
都市計画区域（ 徳島市全域）

居住促進区域

都市機能誘導区域

届出必要

届出必要

届出必要

届出不要

誘導施設：百貨店

誘導施設：病院
都市機能誘導区域

（２） 住宅等に関する届出

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要

届出不要

届出不要

徳島市
立地適正化計画

1. 立地適正化計画策定の背景及び目的
２. 本市の現状と課題
３. 立地適正化計画の概要
４. まちづくりの理念と方針
５. 目指すべき都市の骨格構造
６. 居住促進区域及び都市機能誘導区域の設定
７. 誘導施設の設定
８. まちづくり施策
９. 評価方法
１０. 届出制度

概要版

 

　都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築行為や居住促進区域外における一定規模以上の住宅の開発・

建築行為などを行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、本市に届出が必要となります。

18



3 立地適正化計画の概要

4 まちづくりの理念と方針

　立地適正化計画では、人口密度を維持するエリアである「居住促進区域」を設定し、その中に、暮らしに必要な

施設などを集約するエリアである「都市機能誘導区域」を設定します。これらの区域に居住や医療、福祉、商業な

どの都市機能（誘導施設）の緩やかな誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを行います。

居住促進区域

　※居住促進区域（都市再生特別措置法における居住誘導区域）

・歩道が広くなって安心して歩くこと

　ができる。

32

 



5 目指すべき都市の骨格構造 6 居住促進区域及び都市機能誘導区域の設定

原則

視点1 視点1

視点2

視点3

視点2

視点3

除外
区域

中心都市機能誘導区域
地域都市機能誘導区域
居住促進区域
鉄道・駅
主な道路
都市計画区域
市街化区域

　居住促進区域や都市機能誘導区域の検討に先立ち、都市全体の観点から、目指すべきまちづくりの方針を見据

えながら、道路網などの都市施設、人口の集積状況、主要な公共交通路線、都市機能施設、公共施設の配置等を

もとに、中心拠点と地域拠点を次のとおり設定します。

各区域は、以下の視点などを踏まえ総合的に勘案して設定します。

　本計画では、高次都市機能が集積した中心拠点と、身近な地域拠点が、鉄道や路線バスなどの利便性の高い

公共交通により効率的に結ばれた、集約型都市構造を目指します。

県の拠点都市に相応しい都市機能の集積やまちなか居住の推進など、人の交流

（にぎわい）の創出を目的として、徳島市都市計画マスタープランに位置付け

られている「まちなかゾーン」を基本として設定

徳島駅から半径1km
佐古駅・阿波富田駅・

二軒屋駅から半径800m
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7 誘導施設の設定 8 まちづくり施策

76


